
契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 垂水事業所東館外壁他改修工事

　契約変更後の工事概要

１．外壁補修数量の精算

２．外壁薬液洗浄の追加

３．太陽光パネル架台既存再利用の取止め、新設に変更

４．軽微な仕様・寸法等の変更

　契約変更の理由

１．現場着手後に行う外壁劣化状況の詳細調査により、補修個所の増減が生じたため。

２．現場着手後の詳細調査により当該部分の汚れが著しく、薬液洗浄を追加するため。

３．現場着手後の詳細調査により、既存架台を再利用することで新設する屋根の防水性能を

　　著しく低下させる恐れがあるため、新設屋根に適合した架台を新設する。

４．現場収まりの詳細検討の結果、仕様、寸法を変更することにより安全性、利便性、耐久性

　　等が向上するため。
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